
競争入札の実施  

現場説明会  

入札公告  

低入札価格調査制度フロー  

 

 

 

 

 

 

予定価格と調査基準価格

の範囲内での入札  

調査基準価格と失格基準

価格の範囲内での入札  

落札  保留  

調査の実施  

審査  

委員会への報告  

審査結果  

審査により契約の内容に適合した

履行がされないおそれがあると認

められる場合  

次順位の者が調査基準価格と

失格基準価格の範囲内 での入

札であった場合  

審査（調査）により契約の内容に適合

した履行がされると認められる場合  

落札者として決定  

次順位の者が予定価格と 調

査基準価格の範囲内での入

札であった場合  

通知  

次順位の者を落札者と決定  

通知  

第 一 順 位 の み に 調 査 資 料 の 提 出 を

求める工事担当課長が行う  

低入札価格調査報告書により委員 会へ報告する  

委員会が行う  

必要に応じ工事担当課長の意見を求める  

不適格の通知  

次

順

位

の

者

へ

通

知  


